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づ
る
些
事
早
く
、
前
の
廿
年
は
く
づ
る
」
事
お
そ
か
り
け
り
。
」
と

記
し
て
い
る
が
、
「
宝
暦
明
和
Ｌ
の
こ
ろ
の
一
一
十
年
が
世
風
く
ず
れ

る
こ
と
の
早
か
っ
た
こ
と
を
こ
の
文
言
は
示
し
て
い
る
。

田
沼
の
老
中
就
任
は
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
側
衆
と
し
て
、
徳
川
第
九
代
将
軍
家
重
に
勤
仕
し
た
の
は
、
宝

暦
元
年
二
七
五
一
）
か
ら
で
あ
り
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
九

月
に
は
一
万
石
の
大
名
と
な
っ
て
い
て
、
す
で
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し

つ
つ
あ
る
が
、
ま
だ
、
幕
閣
の
中
枢
部
に
は
く
い
こ
ん
で
は
い
な

い
。
し
か
し
、
徳
川
第
十
代
将
軍
家
治
治
政
下
の
宝
暦
十
二
年
（
一

七
六
一
一
）
に
は
五
千
石
を
加
増
さ
れ
て
、
一
万
五
千
石
の
大
名
と
な

り
、
つ
い
で
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
七
月
に
は
、
側
衆
よ
り
側

用
人
に
抜
躍
さ
れ
て
、
さ
ら
に
五
千
石
を
加
増
さ
れ
て
、
一
一
万
石
の

大
名
と
な
っ
て
い
る
。
つ
い
で
、
明
和
六
年
二
七
六
九
）
八
月
よ

り
老
中
格
と
し
て
登
用
さ
れ
、
さ
ら
に
五
千
石
を
加
増
さ
れ
て
、
二

万
五
千
石
の
大
名
と
な
っ
て
い
る
。
つ
い
で
、
安
永
元
年
正
月
に
は

老
中
と
な
り
、
五
千
石
を
加
増
さ
れ
て
、
三
万
石
の
大
名
と
な
り
、

顎
幕
閣
の
中
心
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
宝
暦
元
年
よ
り
安
永

一
一
兀
年
ま
で
は
、
田
沼
意
次
の
台
頭
時
代
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
決
し

動
て
、
い
ま
だ
、
田
沼
政
権
の
時
代
で
は
な
か
っ
た
・
だ
が
、
こ
の
田

鰍
沼
の
台
頭
時
代
に
お
い
て
、
田
沼
の
意
見
又
は
意
見
具
申
が
、
将
軍

寛
側
近
と
し
て
、
将
軍
を
通
じ
て
幕
閣
を
動
か
し
て
い
た
こ
と
は
考
え

閉
ら
れ
る
が
、
そ
の
影
響
力
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
は
疑
問
で
あ

あ
る
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
、
幕
藩
体
制
の
基
盤
で
あ
る
農
民
政
策

が
そ
の
基
本
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
菫
で
も
な
い
。
寛
政
改
革
に
お

い
て
は
、
再
び
重
農
主
義
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
身
分
差

別
体
制
が
農
村
を
基
盤
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
享
保

改
革
か
ら
寛
政
改
革
に
至
る
諸
政
策
も
、
基
本
的
に
反
動
政
策
で
あ

る
以
上
、
遂
に
は
時
勢
に
抗
し
き
れ
ず
、
幕
藩
体
制
の
延
命
策
に
終

る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

吉
宗
の
享
保
改
革
は
、
年
貢
増
徴
政
策
に
そ
の
基
本
が
あ
る
が
、

そ
れ
と
と
も
に
、
表
裏
一
体
と
な
っ
て
幕
藩
体
制
を
ひ
き
し
め
る
た

め
の
身
分
差
別
政
策
を
も
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
十
二
月
に
は
摂
津
国
皮
田
村
改
が
実
施

さ
れ
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
三
月
に
は
弾
左
衛
門
の
由
緒
書
が

作
成
さ
れ
、
享
保
改
革
に
お
け
る
賎
民
支
配
の
統
制
は
、
幕
藩
体
制

強
化
の
必
要
上
、
そ
の
日
程
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。
享
保
五
年
二

七
一
一
○
）
に
は
、
稔
多
米
の
金
銀
納
化
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に

は
、
穣
多
米
金
銀
納
の
別
包
化
が
指
令
さ
れ
、
享
保
七
年
（
一
七
一
三
）

に
は
、
穣
多
頭
弾
左
衛
門
と
非
人
頭
車
善
七
と
の
間
に
、
五
年
以
前

よ
り
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
争
論
に
裁
許
が
あ
り
、
結
局
、
弾
左
衛
門

が
由
緒
書
等
を
証
拠
と
し
て
勝
訴
し
、
「
穣
多
頭
」
の
下
に
「
非
人

頭
」
が
所
属
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
稜
多
Ｌ
身
分
の

下
に
「
非
人
」
身
分
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ

に
賎
民
支
配
体
制
が
確
立
し
、
年
貢
増
徴
政
策
を
実
施
す
る
基
礎
づ

げ
に
利
用
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

由
緒
書
は
偽
文
書
の
う
た
が
い
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に

関
し
て
は
、
荒
井
貢
次
郎
氏
が
「
こ
こ
に
注
意
し
た
い
の
は
、
為
政

者
は
、
古
文
書
の
価
値
判
断
に
盲
目
で
あ
っ
た
の
で
は
、
決
し
て
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
封
建
的
身
分
制
の
強
化
策
と
し
て
、
偽

書
で
あ
っ
て
も
一
応
弾
左
衛
門
の
賎
民
支
配
の
実
力
を
高
く
評
価
し

た
上
で
、
そ
れ
ら
議
多
文
書
を
政
治
的
に
利
用
し
、
そ
こ
に
法
的
効

力
を
付
与
し
た
も
の
と
問
題
を
正
し
く
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
」
（
江
戸
時
代
に
お
け
る
賎
民
支
配
の
一

考
察
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
．

年
貢
増
徴
政
策
の
結
果
、
負
担
の
過
重
す
る
水
呑
層
（
無
高
百
姓
）

の
農
村
よ
り
の
離
脱
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
賎
民
統
制
政
策
は
必
要
で

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
穣
多
」
身
分
の
下
に
「
非
人
」
身
分
を
位
置

づ
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
農
民
の
農
村

よ
り
の
離
脱
を
防
ぐ
た
め
の
承
で
は
な
く
、
そ
の
離
脱
し
て
野
非
人

と
な
る
人
女
を
取
締
る
た
め
に
も
、
賎
民
統
制
は
必
要
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

』
吉
宗
死
後
の
宝
暦
・
明
和
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
定
信
は
そ
の
箸

「
字
下
人
言
」
に
お
い
て
、
「
い
に
し
へ
よ
り
治
世
の
第
一
と
す
ろ

ば
花
箸
を
し
り
ぞ
け
、
末
を
お
さ
へ
本
を
す
シ
む
る
こ
と
に
ぞ
あ
ん

な
れ
。
し
か
る
に
宝
永
正
徳
の
こ
ろ
よ
り
花
箸
に
な
り
も
て
行
と
は

い
へ
ど
も
、
前
に
も
い
ふ
ご
と
く
宝
暦
明
和
之
比
之
廿
年
は
世
風
く

ろ
。こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
田
沼
意
次
の
父
田
沼
意
行
は
、
も
と

も
と
紀
州
家
の
家
臣
で
、
紀
州
藩
主
で
あ
っ
た
吉
宗
に
仕
え
て
い
た

が
、
吉
宗
が
将
軍
と
な
っ
た
時
に
吉
宗
に
随
っ
て
江
戸
に
上
り
、
幕

臣
と
な
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
よ
り
、
田
沼
意
次

の
思
想
の
な
か
に
は
、
紀
州
出
身
の
父
の
感
化
影
響
と
と
も
に
、
父

の
主
君
で
あ
っ
た
吉
宗
よ
り
の
影
響
も
ま
た
、
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。田
沼
政
権
が
、
時
代
の
流
れ
に
即
応
し
て
重
商
主
義
的
傾
向
を
有

し
た
と
し
て
も
、
幕
藩
体
制
そ
の
も
の
を
変
更
す
る
意
図
は
な
く
、

従
っ
て
、
そ
の
本
質
は
重
農
主
義
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
表
面
的
に
重
商
主
義
の
傾
向
を
有
す
る
と

し
て
も
、
幕
藩
体
制
そ
の
も
の
の
基
盤
で
あ
る
農
村
及
び
農
民
に
そ

の
支
配
の
重
点
を
お
い
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、

進
歩
的
か
に
見
え
る
田
沼
意
次
も
、
本
質
的
に
は
保
守
反
動
的
な
政

治
家
で
あ
っ
て
、
幕
藩
体
制
の
本
質
で
あ
る
身
分
差
別
体
制
を
根
底

か
ら
修
正
し
よ
う
と
の
意
図
は
毛
頭
な
く
、
従
っ
て
、
賎
民
統
制
政

策
及
び
賎
民
差
別
政
策
も
、
吉
宗
政
権
の
路
線
を
継
承
し
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
づ
く
、
定
信
政
権
も
、
身
分
差
別
体
制
を
解
消
さ
す
こ

と
は
、
ゆ
め
ゆ
め
考
え
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
幕
藩
体
制
の
強
化
を

こ
そ
、
そ
の
使
命
と
し
た
。
儒
教
倫
理
は
、
そ
の
差
別
体
制
に
思
想
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樫井村支配の変遷
的
諺
教
育
的
根
拠
を
与
え
た
。
い
わ
ゆ
る
》
「
寛
政
異
学
の
禁
」
も
》

定
信
の
差
別
体
質
が
な
さ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
寛
政
改
革
の
基
本

政
策
も
、
幕
藩
体
制
本
来
の
重
農
主
義
に
そ
の
施
策
の
重
点
を
お
い

ニト。し
か
し
、
時
代
は
、
外
国
船
の
来
航
な
ど
で
、
鎖
国
体
制
が
お
び

や
か
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
鎖
国
体
制
も
ま
た
身
分
差
別
体

制
を
墨
守
す
る
の
に
好
都
合
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
、

身
分
差
別
体
制
の
底
辺
に
あ
る
「
穣
多
非
人
」
の
身
分
の
人
女
に
は

苛
酷
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
身
分
差
別
体
制
が
当
然
で
あ
る
、
あ
た

り
前
で
あ
る
と
い
う
状
態
、
そ
れ
が
内
部
か
ら
は
、
商
業
資
本
の
台

頭
、
百
姓
一
摸
の
続
発
と
ゆ
さ
ぶ
り
が
つ
づ
き
、
武
士
政
権
の
時
代

が
崩
壊
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

定
信
の
倹
約
令
及
び
綱
紀
粛
正
も
、
武
士
団
へ
の
重
大
な
る
警
告

で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
武
士
団
は
、
｜
部
の
も
の
を
除
い
て
、
大
多

数
は
経
済
的
に
破
綻
を
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
定
信
政
権
の
遺
制

は
、
文
化
期
ま
で
続
き
は
す
る
が
、
遂
に
、
幕
藩
体
制
延
命
の
努
力

は
徒
労
に
終
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
、
和
泉
国
日
根
郡
樫
井
村
を
中
心
と
し

て
、
寛
政
改
革
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

第１表

年 代 支 配 傭 考

一
口
｜

｜
’
 

．（←（亜》匂（二（“》
『《庁（誼》『（庁（》》

．（←（聖》

一叩］ｕ［一Ｍ］Ｍ］一一
戸
Ｍ
胄
邨
］
［
［
州
］
Ｍ
］
一
一
一
一
一
一
一
Ｍ
］
皿
旨

８
”
・
（
。

２
潴
於
ｂ
●
（
ｏ
亭
（
。
．
〈
。
●
（
←
。
姐

一辨一“戸“一一一坤罠繩罠刎一一》］那當卯一
一い［『如く一］“［抑｛一］坤罠抑へ一］坤旨刎一一睡〔再宛一一沖胄孵［卯《一］“［卯一一］Ｍ當刎一

７
７
５
一
一
ｕ
６
２
ｎ
７
ｎ
５
ｌ
９
｜

『
、
Ｉ
〃
シ
、
、
０
，
〃
シ
ミ
、
０
０
〃
シ
ミ
｜
、
０
，
〃
ダ
ニ
、
、
０
，
〃
グ
ー
、
１
，
Ｊ
〃
夕
、
、
１
０
グ
グ
ヘ
、
Ⅱ
，
〃
マ
（
、
０
Ｊ
”
ゴ
ー
、
、
０
回
〃
シ
」
、
Ⅱ
〃
〃
シ
｜
、
、
０
〃
〃
グ
ヘ
、
。
’
〃
シ
』
、
１
Ｊ
グ
シ
ー
、
、
０
，
〃
グ

ョ
○
０
０
－
（
皿
】
】
》
（
叩
皿
叩
》
（
ｎ
ｍ
ｕ
》
■
●
０
口
（
（
）
（
”
）
《
叩
く
⑰
）
（
《
島
叩
）
《
【
【
ｕ
）
《
叩
】
］
》
『
●
０
０
－
●
・
バ
ー
《
【
や
．
□
。
（
ｍ
ｍ
ｕ
》
・
幻
如
一
一

戸
〉
，
０
。
】
口
０
０
－
（
】
三
（
】
（
印
夕
（
】
（
》
（
］
《
叩
ユ
⑪
）
．
｜
ロ
バ
一
一
・
幻
夘
｛
《
．
△
卯
一
一
●
幻
烈
｝
《
》
【
回
⑰
》
》
【
卯
）
》
【
⑪
）
｛
Ｌ
“
’
○
戸
や
〃
。
。

（
肝
【
叩
》
｜
〃
，
’
０
戸
』
，
０
０
戸
〉
“
口
・
戸
〉
酊
瓜
０
戸
ｗ
，
０
０
｜
戸
ｖ
’
。
【
殉
”
口
○
・
四
”
口
○
戸
Ｖ
’
０
戸
〉
”
ｎ
０
ｌ
Ｌ
Ｊ
●
０
戸
ｖ
０
。
【
叩
，
．
。
｛
Ｌ
Ｊ
０

『
０
．
０
一
二
．
０
０
｛
『
回
０
０
－
『
・
ｌ
０
《
ご
●
０
０
一
コ
０
０
．
｛
『
．
Ⅱ
０
一
二
・
口
０
－
ゴ
ロ
０
０
－
『
．
Ⅱ
０
｛
ご
’
０
，
－
『
●
Ｏ
Ｂ
一
コ
．
‐
‐
《
ゴ
ロ
０
０
｛
『
●
０
ロ
ー

グ
ク
０
１
屯
も
戸
｜
〃
’
‐
皿
、
ジ
グ
Ｕ
０
Ｋ
、
〆
〃
ｒ
１
ｎ
、
ニ
ク
Ｊ
０
ｕ
、
夕
７
０
画
、
、
タ
グ
〃
０
．
ｕ
、
一
戸
〃
０
’
Ｌ
「
〆
〃
，
血
．
、
一
夕
〃
，
’
ｎ
，
二
ヶ
〃
Ⅱ
‐
屯
、
／
”
，
‐
Ｌ
、
〆
”
’
８
屯
へ
タ
グ
－
０
魁
、
〆
〃
，
Ｌ
Ｌ
夷

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

ｎ
４
５
５
６
３
３
３
３
２
１
ｌ
４
－
７
７
３
 

献
報
〃
〃
〃
畝
駅
醇
〃
艇
躯
”
〃
卿
詠

岡部数馬正敦〔領地〕
〃 広高〔〃〕

久下藤十郎〔天領〕

古郡文右衛門〔〃〕

石原清左衛門正利〔〃〕

〃正顕〔〃〕

青木次郎九郎〔〃〕

小堀十左衛門預所〔〃〕

上倉彦左衛門〔〃〕

石原清左衛門正顕〔〃〕

渡辺民部〔〃〕

亀田三郎兵衛〔〃〕

内藤十右衛門〔〃〕

多羅尾縫殿〔〃〕

雲露;両名預所c〕
風祭甚三郎〔〃〕

小堀数馬〔〃〕

枚野備後守〔領地〕

角倉与一玄寿〔天領〕

石原清左衛門正範〔〃〕

篠山十兵衛〔〃〕

二代岸和田城主弟

岡部数馬正教子

徳川代官
″ 

″ 

〃

" 

〃

″ 

″ （再任）

。〃

〃

″ 

″． 

〃

〃

〃

" 

大坂城代一百Ff司代一老中

徳)１１代宮

〃４年(1775)－

〃６年(1777)－

〃７年(1778)－

天明６年(1786)11月５．－

〃８年(1788)－

寛政７年(1795)－

目
支
配

樫
井
村
支
配
の
変
遷
を
示
す
と
、
第
１
表
と
な
る
が
、
寛
政
改
革

期
に
お
け
る
樫
井
村
は
天
領
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
徳
川
代
官
は
、

角
倉
与
一
（
天
明
六
年
十
一
月
よ
り
天
明
八
年
ま
で
）
と
石
原
清
左

衛
門
（
天
明
八
年
よ
り
寛
政
七
年
ま
で
）
の
両
名
で
あ
る
。
と
も
に
、

廩
米
一
一
百
俵
の
微
禄
の
代
官
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
間
の
村
役
人
は
、
庄
屋
は
奥
源
兵
衛
（
安
永
元
年
よ

り
文
化
十
一
年
ま
で
）
、
年
寄
は
久
次
郎
（
寛
政
四
年
ま
で
）
、
伊

三
郎
（
寛
政
四
年
）
の
両
名
で
あ
る
。
こ
の
村
役
人
は
、
本
村
の
人

を
よ
り
就
任
し
て
い
る
が
、
こ
の
庄
屋
・
年
寄
の
下
に
組
頭
が
複
数

で
存
在
し
て
お
り
、
組
頭
以
上
が
、
こ
の
村
の
幹
部
で
あ
る
。
ま
た
、

部
落
の
人
を
も
、
こ
の
村
役
人
の
支
配
下
に
あ
る
が
、
組
頭
が
数
名

存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
村
に
お
け
る
組
織
を
図
示
す
る
と
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

Ｉ
（
本
村
）
組
頭
Ｉ
（
本
村
）
百
姓

庄屋Ｉ年寄’’１（部落）組頭Ｉ（部落）百姓
な
お
、
部
落
の
人
々
は
、
別
系
統
の
支
配
下
に
あ
っ
た
も
の
と
想

定
さ
れ
る
が
、
そ
の
組
織
は
い
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。

〃
〃

二
、
樫
井
村
明
細

関西大学所蔵「臭家文書」・泉佐野市南中樫井「奥清春家文書」

家譜Ｊ・「大阪府全志巻之五Ｊ．ｒ泉佐野市史」に拠る。

F寛政重修諸

寛
政
四
年
九
月
付
「
子
年
樫
井
村
諸
納

所
庭
帳
」
（
関
西
大
学
所
蔵
奥
家
文
書
四

四
六
）
の
「
渡
米
」
の
な
か
に
、
庄
屋
絵

が
五
石
、
年
寄
給
が
一
石
支
給
さ
れ
て
い

る
記
載
が
あ
る
が
、
そ
の
他
に
、
番
人
絵

が
八
斗
、
山
池
守
給
が
四
斗
支
給
さ
れ
て

い
る
記
載
も
あ
る
。

樫
井
村
に
非
人
番
の
存
在
し
て
い
た
こ

と
は
、
右
の
番
人
給
八
斗
の
支
給
か
ら
明

白
で
あ
る
が
、
寛
政
三
歳
亥
正
月
付
「
用

向
留
」
（
関
西
大
学
所
蔵
奥
家
文
書
五
二

五
）
の
寛
政
六
年
五
月
十
九
日
付
の
次
の

記
載
か
ら
、
そ
の
組
織
の
一
端
が
明
ら
か

と
な
っ
て
い
る
。

乍
恐
御
断
奉
申
上
侯

石
原
清
左
衛
門
殿
御
代
官
所

泉
勗
日
根
郡
樫
井
村

当
月
十
五
日
、
当
村
領
字
川
原
田
と

申
川
岸
道
端
一
一
古
脇
指
壱
腰
捨
有
之
、

翌
十
六
日
持
参
仕
、
御
断
車
上
侯
処
、

日
数
三
日
見
合
、
否
可
中
上
旨
被
為
仰

付
、
奉
畏
、
則
、
海
道
へ
書
付
札
等
出
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シ
置
侯
得
共
も
尋
来
侯
老
も
無
御
座
、
御
日
限
も
昨
日
一
一
而
相
満

侯
故
、
右
品
持
参
仕
、
乍
恐
御
断
奉
中
上
侯
、
尤
、
昨
十
八
日
昼

セ
ツ
前
、
村
方
非
人
番
吉
兵
衛
丼
同
国
貝
塚
番
人
小
頭
伝
兵
衛
、

右
場
所
近
辺
吟
味
仕
候
処
、
同
所
’
九
間
斗
東
之
方
、
笹
之
内

へ
、
又
こ
古
脇
差
壱
腰
捨
有
之
を
見
付
、
村
方
へ
為
相
知
候
一
一

付
、
罷
越
及
見
候
処
、
相
違
無
御
座
侯
、
右
品
今
日
持
参
可
仕

処
、
番
人
共
申
侯
〈
、
御
断
之
上
、
村
方
台
持
参
仕
候
様
被
仰
付

侯
哉
、
番
人
共
古
持
参
仕
候
様
二
被
為
仰
付
侯
儀
二
侯
〈
、
、
番

人
共
持
参
仕
度
様
、
申
之
、
番
二
付
罷
在
候
、
依
之
、
乍
恐
御
断

奉
申
上
侯
、
巳
上

覧
政
六
年
寅
五
月
十
九
日
年
寄
伊
三
郎

御
奉
行
様

右
御
断
申
上
候
処
、
先
達
屯
而
之
脇
指
〈
欠
所
一
一
被
召
上
、
此
度
之

脇
指
〈
寵
帰
り
村
方
ｊ
持
参
可
仕
様
被
仰
渡
候

す
な
わ
ち
、
右
の
文
書
に
よ
り
、
樫
井
村
非
人
番
吉
兵
衛
の
上
役

と
し
て
貝
塚
番
人
小
頭
伝
兵
衛
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
上
司
と
し
て
奉
行
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
も

明
白
で
あ
る
。
こ
の
奉
行
が
大
坂
町
奉
行
か
堺
町
奉
行
か
は
判
然
と

し
な
い
が
、
次
の
組
織
図
が
想
定
さ
れ
る
。

奉
行
１
頭
Ｉ
貝
塚
小
頭
ｌ
樫
井
村
非
人
番

目
人
口

樫
井
村
人
口
動
態
を
示
す
と
、
第
２
表
と
な
る
が
、
寛
政
改
革
期

に
お
け
る
樫
井
村
の
人
口
に
つ
い
て
は
Ｐ
そ
の
史
料
が
欠
け
て
い
て

不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
永
七
年
戌
五
目
付
「
和
泉
国
日
根
郡
樫

井
村
差
出
帳
」
（
関
西
大
学
所
蔵
奥
家
文
書
五
○
八
）
に
よ
れ
ば
、

樫
井
村
の
家
数
は
一
二
七
軒
、
人
数
は
五
○
○
人
で
あ
る
。
そ
の
内

訳
は
、
本
村
が
九
七
軒
、
三
八
七
人
で
あ
り
、
ｒ
部
落
が
一
一
一
○
軒
、
》
一
・

二
一
一
人
と
な
っ
て
い
る
。

土地明細

延享３年(1746)11月現在第３表

±ＩｌｍＰＩ 

副
的
正
昨

ム
４
－
Ｒ
一

１
８
８
 

］
１
８
５
 

士１１３９

聿出１６７－５６

【
】

.」

１．７５内

上
中
下
新
屋
入

畑
畑
畑
畑
敦
作

6.5128 37.15 

0.3624 2．２２ 1.326 

1.4983 

7.97 

9.4705 

7.1157 

11.22 

余
内

７
 

３
７
 

”
｜
朗
朗

１
１
１
１
 

79.21 

56.08 

57.16 

畑 計 32.92971２４５．１４ 

川成 4.523 

総計’５７０．４７６１『、3036.00

樫井村人□動態第２表(注)Ｌ延享三年責十一月付ｒ泉州日根郡樫井村差出明細帳」

（関西大学所蔵奥家文書）に拠る。

２．田畑とも見取場なし。

’３．「入作」は兎田村よりの入作である。

４．ｒ川成」は川成の他、永荒・井路無反歩も含む。

礒
そ
の
一
軒
あ
た
り
の
平
均
は
シ
村
平
均
が
三
・
九
四
人
諺
本
村
平

均
が
三
・
九
九
人
、
部
落
平
均
が
一
一
一
・
七
七
人
で
、
本
村
・
部
落
と

も
に
、
｜
家
族
約
四
人
の
核
家
族
型
態
で
あ
る
が
、
本
村
よ
り
部
落

の
方
が
、
若
干
そ
の
率
が
低
い
。

計落部村本
史料代年

国
土 家数｜人数家数｜人数家数｜人数

‐
 

650人112軒人軒軒 人

△
Ｂ
Ｏ
Ｄ
ｎ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
工

(1710）５月１日

(1720）８月

(1733）２月

(1743） 

(1746）11月

(1753） 

(1771） 

(1778）５月

(1796）８月10日

宝永７年

享保５年

〃１８年

寛保３年

延享３年

宝暦３年

明和８年

安永７年

寛政８年

538 110 5５ 

８４ 

８６ 

９６ 

９０ 

６
９
１
３
２
１
０
 

１
１
２
２
２
２
３
 

483 9４ 実
施
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

樫
井
村
が
ま
だ
岸
和
田
藩
領
に
含
ま
れ
て
い
る

頃
に
、
岸
和
田
藩
は
、
五
万
石
の
公
称
石
高
を
二

地

土
地
に
つ
い
て
も
、
寛
政
改
革
期
に
お
け
る
史

料
は
欠
け
て
い
る
が
、
～
延
享
三
年
黄
十
一
月
付

「
泉
州
日
根
郡
樫
井
村
差
出
明
細
帳
』
（
関
西
大

学
所
蔵
奥
家
文
書
五
○
七
）
に
よ
り
示
し
た
の

が
、
第
３
表
で
あ
り
、
文
化
弐
年
丑
一
一
一
月
付
「
田

畑
仕
分
書
上
帳
」
（
関
西
大
学
所
蔵
奥
家
文
書
一

三
七
）
に
よ
り
示
し
た
の
が
、
第
４
表
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
寛
政
改
革
期
の
土
地
の
状
況
も
ほ

ぼ
明
ら
か
と
な
る
が
、
第
４
表
に
お
い
て
注
目
す

べ
き
は
、
「
増
高
無
地
」
が
、
七
八
石
五
斗
五
升

七
合
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
増
高
無

地
」
と
は
、
土
地
の
無
い
の
に
高
を
増
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
天
領
に
な
る
以
前
か
ら

586 123 502 104 

570 118 9５ 

１ 

474 

1０７ 

１１３ 500 127 387 

361 

9７ 

Ａ宝永七年寅五月朔日付「巡見使差上扣｣、Ｂ享保五年子八月付「和泉国日
根郡樫井村鐙、Ｃ享保十八年丑二月付「乍恐以書上御願卓上侯（飢人届乃
Ｄ「部落の歴史上第９鬼、Ｅ延享三年寅十一月付「泉州日根郡樫井村差出帳｣、
Ｆ「部落の歴史上第９表J、Ｇ「部落の歴史上第９表｣、Ｈ安永七年戌五目付
「和泉国日根郡樫井村差出帳｣、エ寛政三歳亥正月付「用向留」に拠る。
以上の内、ＦＡ．Ｂ・０．画・豆・エ」は、関西大学所蔵「奥家文書Ｊであり、
「エ」の「用向留」は、冊子で寛政三歳亥正月より文化十一年までの留書である。
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１０４ 

樫井村田畑内訳文化２年(1805)３月現在

Ｒ
御
取
箇
辻
書
付

徳
川
幕
府
の
旗
本
で
勘
定
奉
行
組
頭
を
つ
と
め
た
向
山
源
太
夫
の

「
誠
斎
雑
記
」
に
は
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
よ
り
天
保
十
一
一
年

（
一
八
四
二
に
至
る
へ
天
領
の
「
御
取
箇
辻
書
付
Ｌ
が
記
さ
れ
て
い

第４表相
済
由
被
仰
聞
、
此
段
千
万
恐
一
人
当
惑
仕
侯
、
乍
併
、
当
年
之
儀
、

今
更
致
方
も
無
御
座
侯
へ
〈
、
御
検
見
之
節
、
如
何
様
一
一
も
、
各

よ
り
御
申
訳
可
被
下
侯
、
然
上
へ
来
年
ふ
村
中
申
合
、
堀
上
ヶ

五
六
株
通
之
外
、
一
切
刈
取
申
間
敦
侯
、
尤
、
道
筋
二
而
、
荷
す

れ
等
有
之
、
無
拠
場
所
〈
三
株
通
り
刈
取
可
申
由
、
致
承
知
侯
、

其
余
一
切
刈
取
申
間
敦
侯
、
為
後
日
村
中
申
合
、
惣
代
印
形
、
佃

而
如
件寛
政
三
年

村
中
惣
代

亥
十
月
十
九
日

忠
左
衛
門
⑳

嘉
右
衛
門
④

市
郎
右
衛
門
④

与
十
郎
③

惣
右
衛
門

六
三
郎
⑳

村
御
役
人
中

一
一
一
、
年
貢

訳｜石高｜反別|石盛|取米に反二付内

石
5606476 

.78.557 

530.668 

０．２４３ 

4.28 

526.145 

0.444 

525.701 

391.152 

６７．１０４ 

４３．２６２ 

24.183 

10.-

２９．８０８ 

０．２９ 

２９．５１８ 

６．２６２ 

０．３６２ 

１．３３５ 

７．１１６ 

５．１５ 

９．２９３ 

町反畝
2939.24 樫井村高

内前々増高無地

田高

内井路敷無地

川成無地

残高

内上田永荒堤敷

残高

上田

中田

下田

新田

長左衛門新田

畑高

内上畑永荒郷蔵敷

残高

上畑

中畑

下畑

（兎田入作)畑高

新畑

居屋敷

見取畑

2718.13 

2718.13 

2.03 

2716.10 

1851.20 

３５８．１５ 

２６４．１０ 

２４１．２５ 

100.-

２２１．１１ 

２．－ 

２１９．１１ 

３５．１５ 

２．２２ 

１１．２２ 

57.17 

５１．１５ 

６０．１０ 

２０．－ 

石
2.1124余

仁】

261.118 

194.2872 

33.3303 

21.4885 

12.012 

３．９５ 

余
内
内
内

９
 
３
７
５
 

４
３
１
９
９
 

０
９
８
４
３
 

石
Ｌ
０
０
０
０

余
内

４
８
７
 

２
１
６
 

、
師
岡
一
一

２
１
１
１
１
 

1．４５ 

16.934 

35924 

０．２０７７ 

０．７６５８ 

４．０８２３ 

２．９５４４ 

内
内
内
余
内
内

２
 
３
９
４
４
 

１
６
５
０
７
８
 

０
７
６
７
５
８
 

１
０
０
０
０
０
 

余５
８
 

４
 

４
４
７
６
 

０
 

乃
犯
皿
塑
一
弘

●
●
●
●
●
●
 

１
１
１
１
１
１
 

第５表 御取箇辻書付拾ケ年平均 (上方・関東）

高｜指数｜取｜指数｜免年 代

5.3314 

石
瞼
嶮
畭
除
畭
畭
徐
嶮
除
除
珠
畭

０
７
６
５
０
８
０
９
０
５
４
５
 

７
６
６
８
０
１
６
４
３
６
３
３
 

万
Ｄ
８
Ｂ
Ｂ
』
ね
、
２
２
８
２
８
段

２
７
９
２
２
８
６
９
９
５
２
０
 

ｎ
塁
鍋
坐
坐
銘
銘
型
坐
必
銘
哩

石
畭
畭
除
総
畭
徐
除
鈴
畭
涼
除
珠

８
５
０
４
８
８
８
２
５
６
１
９
 

７
３
４
８
７
４
９
３
７
７
８
－
０
 

万
５
汀
、
６
６
８
８
８
６
５
２
９

９
７
８
６
４
１
６
１
３
９
６
７
 

３
４
》
。
６
６
５
４
４
５
４
４
３

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

享保1(1716)－享保10(1725）

〃１１(1726)－〃２０(1735）

元文１(1736)－延享２(1745）

延享３(1746)－宝暦５(1755）

宝暦60756)－明和２(1765）

明和３(1766)－安永40775）

安永50776)－天明５(1785）

天明６(1786)－寛政７(1795）

寛政８(1796)一文化20805）

文化３(1806)－〃１２(1815）

余
余

７
２
 

８
０
 

３
３
 

３
３
 

（
０
庁
Ｉ
ｑ
〉
（
Ｕ
ｎ
ｏ
行
Ｉ
９
】
》
０
斤
ｌ
（
ｂ
声
Ｏ

》
０
》
０
４
－
４
会
、
。
（
己
（
ｂ
〔
Ｕ
〈
Ｕ
０
〈
Ｕ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

（
Ｕ
（
５
１
一
斤
１
斤
Ｉ
６
》
ｏ
（
０
ｑ
〉
（
５
）
０
ｏ
］

０
０
〕
１
〈
（
Ｕ
〔
Ｕ
（
Ｕ
０
（
Ｕ
ｎ
〉
〈
Ｕ
０
０

『
上
『
上
１
｛
『
上
『
よ
『
▲
１
《
『
上
『
上
『
上
『
上
『
上

100 

105.84 

113.23 

119.42 

117.９８ 

１０８．７９ 

0.078 

文化弐年丑三月付「田畑仕分書上帳」（関西大学所蔵「臭家文書｣）に拠る。

Ⅲ;霜 割
増
額
す
る
よ
う
に
幕
府
に
願
出
て
、
寛
永

八
年
（
一
六
一
一
一
一
）
一
一
一
月
に
許
可
さ
れ
て
将

軍
家
光
か
ら
六
万
石
の
朱
印
状
を
下
附
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
寛
永
度
の
増
高
は
慶
長
検
地

帳
を
基
礎
に
し
て
一
斉
に
二
割
を
か
げ
て
算

出
し
た
も
の
で
、
こ
の
二
割
増
額
の
一
万
石

が
「
増
高
無
地
」
で
、
樫
井
村
で
は
、
そ
れ

が
、
七
八
石
五
斗
五
升
七
合
も
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
樫
井
村
の
実
質

的
な
表
高
は
、
村
高
五
六
○
石
四
斗
七
升
六

合
で
は
な
く
、
「
増
高
無
地
」
を
差
引
い

た
、
四
八
一
石
九
斗
一
升
九
台
で
あ
る
筈
で

あ
る
が
、
農
民
も
対
抗
上
、
若
干
の
「
隠

田
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
一
紙
文

書
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
。

（
関
西
大
学
所
蔵
奥
家
文
書
五
一
一
一
九
）

一
礼
之
事

一
当
年
隠
御
田
之
儀
、
日
亘
厳
敷
御
触
被

成
、
一
同
致
承
知
罷
有
候
処
、
心
得
達
一
一

而
、
御
田
地
大
一
一
刈
荒
侯
一
一
付
、
今
晩
為

惣
代
私
共
御
呼
被
成
、
右
躰
刈
荒
侯
而

へ
御
検
見
御
案
内
一
一
行
当
り
、
｜
向
不

'3466余

蝉に篝余
余
余
余

０
９
９
１
 

２
５
７
８
 

４
３
３
２
 

個
Ｉ
旧
順
卜
旧

110.10 

107.16 

104.80 

９８．８４ 釧二:)二二灘二二Ｉ
(注）１．

２． 

向山源太夫編ｒ誠齋雑記」癸卯雑記Ｆ御取箇辻書付」（F江戸叢書巻の八Ｊ
192ページ-219ページ）による。

「享保１(1716)－享保10(1725)」を指数100とする。
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御取箇辻書付 (上方・関東）
第６表－１ 御取箇辻書付（上方・関東）

」
元署｜

， 
寛延１１
鋸訂

西暦 高

万石

456.5359余

456.7151余

458.0554余

458.3446余

458.1523余

458.6472余

461.4502余

462.4664余

463.4076余

4628935余

指数 ÷率取

万石
133.4481 

指数

i旨数Ｉ取｜指数｜÷率年代｜西暦 局

j■ 
余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

石
加
Ⅶ
扣
印
帥
叩
加
加
加
加

５
３
５
８
１
５
３
３
３
６
 

８
８
４
０
８
６
３
２
８
０
 

万
ａ
９
４
５
５
６
４
Ｌ
Ⅲ
６

０
０
０
０
０
０
０
１
２
８
 

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
 

余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

石
、
印
甥
卵
躯
印
加
別
帥
蒟

５
０
５
５
６
６
２
９
３
２
 

９
５
５
３
５
５
４
３
８
６
 

万
ａ
ａ
３
９
９
０
Ｌ
０
８
６

３
３
４
３
３
３
４
３
４
４
 

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

111.66 96.04 29.23 １
２
３
４
５
６
７
８
９
０
 

保
Ｉ
 

吉子 ６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
 

１
 

２
 

７
 

７
 

１
 

１
 

ユ00

100.２４ 

９８．９２ 

99.08 

９９．２３ 

９９．４６ 

98.89 

100.58 

104.64 

106.６６ 

100 

98.24 

103.31 

100.28 

100.44 

93.96 

101.78 

93.84 

107.11 

105.52 

９
１
９
０
０
１
８
１
９
２
 

９
３
４
４
４
１
９
７
７
６
 

●
●
●
●
●
●
。
●
●
●
●

３
３
５
４
４
２
４
１
４
８
 

３
３
３
３
３
３
３
３
８
３
 

111.71 167.0819余 120.24 36.58 

112.03 153.3133 110.33 33.47 

112.ユ０ ユ66.8584余

149.2492余

157.0388余

141.9558余

16ａ6409余

180.1855余

167.6322余
一一

(176.6214） 
76.6214余

155.1214余

159.0491余

167.3573余

ユ69.1726余

170.4660余

171.5630余

168.0002余

165.0387余

164.2551余

120.08 36.40 

112.06 107.41 32.58 

112.18 113.01 34.24 

ｕ2．８６ 102.16 30.76 

113.11 117.76 

!｝ 
113.34 129.67 

113.22 120.64 

(127.11） 
５５．１４ 

463.4065余 113.34 余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

０
０
３
８
６
８
１
４
６
１
 

０
５
５
８
５
０
０
４
１
３
 

１
８
７
６
０
９
４
７
８
３
 

０
４
９
６
１
０
１
１
１
９
 

■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

１
１
０
４
８
３
２
４
４
３
 

３
４
４
４
４
５
５
５
５
５
 

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
 

１
（
。
］
の
。
４
｛
』
Ｏ
〔
０
７
０
（
ろ
ｑ
〉
〈
Ｕ

『
上
『
よ
１
｛
『
よ
『
▲
『
よ
『
よ
『
上
１
｛
９
】

６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
 

３
 

７
 
１
 

150.0691余

162.1980余

146.5486余

160.8354余

155.1345余

136.5049余

139.2391余

146.1986余

134.3519 

146.2706余

105.42 

107.98 

107.86 

108.76 

109.60 

110.82 

110.59 

111.09 

111.09 

111.03 

107.99 

116.73 

105.46 

,5.74 

111.64 

98.24 

100.20 

105.21 

96.69 

105626 

２
４
３
７
２
３
０
９
８
２
 

８
７
２
１
６
１
８
１
５
２
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

４
６
３
６
４
０
０
２
９
２
 

８
３
３
３
３
３
３
３
２
３
 

除
除
畭
畭
瞼
除
瞼
鈴
除

２
４
８
０
２
３
４
１
４
 

８
２
０
１
５
６
５
５
３
 

５
１
７
０
４
９
３
７
２
 

●
●
●
●
●
●
●
■
●
 

１
１
９
９
９
０
１
０
１
 

仏
坐
銘
銘
銘
坐
坐
坐
坐

ﾕ08.01 111.６３ 

107.89 114.46 

107.55 120.44 

ｴ07.38 121.74 

107.48 122 6８ 

1０７．８５ 123.46 

107も９５ 120.90 

107.80 118.77 

107.92 118.21 

(注）１．向山源太夫編「誠齋雑記_j癸卯雑記「御取箇辻書付」（｢江戸叢書巻の八」
192ページ-219ページ）による。

２．（）内の数字は推定。
３．天明５年は、「高取」とも記入なし、ｒ拾ケ年平均」を基準として推定。
４．文政10年の「高」は、「121.8089Ｊとあるも、前後の関係、「拾ケ年平均」

及び「取」より、「421.8089Ｊの誤りと推定。
５．指数は、享保１年をrlOOJとする。
６．延享３年の「取」の「76.6214Ｊは、「拾ケ年平均」より「176.6214Ｊと一応

推定。
低
率
で
あ
る
。
完
高
」
に
対
す
る
司
取
」
の

率
、
す
な
わ
ち
、
免
が
「
一
一
一
」
を
割
る
の
は
、

第
６
表
に
よ
れ
ば
、
次
の
六
ケ
年
で
あ
る
。

享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
一
一
・
九
五
入

元
文
元
年
（
一
七
一
一
一
六
）
一
一
・
九
一
一
一
一
一

天
明
三
年
（
一
七
八
一
一
一
）
一
一
・
八
○
一
一
一

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
一
一
・
四
九
一

天
保
四
年
（
一
八
三
一
一
一
）
一
一
・
九
九
一
一

天
保
七
年
（
’
八
三
六
）
一
一
・
四
七
五

ま
た
、
「
取
」
の
指
数
が
、
二
○
○
」
を

割
る
年
は
、
第
６
表
に
よ
れ
ば
、
十
八
ヶ
年
も

あ
り
、
定
信
政
権
下
の
寛
政
三
年
二
七
九
一
）

も
、
そ
の
指
数
は
、
九
七
・
六
○
と
お
ち
こ
ん

で
い
る
。
し
か
も
、
定
信
が
政
権
に
就
く
直
前

の
天
明
六
年
は
、
「
取
」
の
指
数
が
、
七
七
・

八
三
と
お
ち
こ
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
、
天
保
七

年
の
、
七
四
・
八
四
に
次
ぐ
も
の
で
あ
り
、
幕

府
財
政
の
悪
化
と
そ
の
危
機
の
状
態
が
如
実
に

示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
、
享
保
改
革
期
（
享
保
元
年
Ｉ
延
享

一
一
年
）
と
寛
政
改
革
期
（
天
明
七
年
ｌ
寛
政
五

年
）
と
の
、
一
ヶ
年
平
均
の
「
高
」
「
取
」
及
び

ろ
。
こ
の
記
事
を
も
と
に
し
て
作

成
し
た
の
が
、
第
５
表
及
び
第
６

表
で
あ
る
。
第
５
表
は
、
十
ヶ
年

を
一
単
位
と
し
て
そ
の
平
均
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
享
保
元
年

よ
り
享
保
十
年
ま
で
の
十
ヶ
年

を
、
指
数
一
○
○
と
し
て
算
出
し

た
。
ま
た
、
第
６
表
は
、
一
年
ご

と
に
年
代
順
に
記
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
享
保
元
年
を
指
数
一
○
○

と
し
て
算
出
し
た
。

第
５
表
に
よ
る
と
、
定
信
政
権

時
代
を
含
む
十
年
間
（
天
明
六
年

Ｉ
寛
政
七
年
）
の
御
取
箇
辻
が
最

も
低
く
、
免
三
・
一
一
一
七
余
で
あ

り
、
こ
れ
は
注
目
に
値
す
る
。
但

し
、
そ
の
免
の
低
い
の
は
、
定
信

が
政
権
に
就
く
直
前
の
天
明
六
年

（
一
七
八
六
）
が
、
免
二
・
四
九

一
と
お
ち
こ
ん
だ
た
め
で
も
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
天
保
七
年
二
八

一
一
一
六
）
の
免
二
・
四
七
五
に
次
ぐ

Ｉ 
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第６ 表－４ 御取箇辻書付（上方・関東）御取箇辻書付（上方・関東） 第６ 表－３
率取一高指数指数高 取年代｜西暦

余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

石
巫
鉛
犯
帥
銅
亜
開
聞
朋
如

９
２
９
１
５
０
４
３
６
４
 

３
８
５
５
３
１
６
９
３
０
 

万
陞
閲
“
、
出
舶
仇
鰹
偲
印

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

石
堅
田
朗
、
肛
弘
閖
那
胞
肥

０
５
８
７
６
６
０
８
４
２
 

６
０
６
１
１
５
８
５
６
７
 

万
０
２
２
冗
６
６
）
ａ
冗
冗
８

４
４
４
４
４
４
４
３
３
３
 

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
 

余
余
余
余
余
余
余
余
余
～

Ｐ
ｕ
Ⅲ
開
閉
詔
祀
虹
朋
虹
”

２
７
４
９
６
２
４
７
５
６
 

７
２
２
３
１
３
２
３
３
Ｊ
 

37.43 118.70 

６
７
８
９
０
１
２
３
 

暦
１
１
１
１

宝

1０７．７７ 1756 

７ 

８ 

Ｗ
、
肥
肥
肥
朋
朋
朋
肥
脂
一
一
泥
泥
ｗ
ｗ
ｗ
刀
Ｗ
Ｗ
Ｗ

牙
ハ
ガ
ハ
分
〈
牙
〈
牙
八
万
八
分
八
牙
へ
牙
ベ
ノ

会

出
船
犯
弘
而
犯
明
弘
虹
訂
一

８
８
８
８
 

９
０
２
７
 

85.13 111.75 108.12 

37.26 118.71 108.28 

】
【
】
Ｒ
ｕ
ソ
【
１
Ｊ

９
９
２
５
５
７
７
１
 

０
０
０
０
０
８
０
０
 

122.45 38.05 109.37 

９
０
１
２
３
４
５
 

６
 

７
 
１
 

8８ 

６６ 37.77 121.29 109.13 

37.62 120.91 109.22 。
虻
皿
蛆
釦
一
ｍ

37.57 120.52 109.04 

37.57 118.31 107.03 

37.39 117.76 明和１

２ 

107.04 、
】
３

36.33 114.71 107.31 

Ｕ
』
月

余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

１
７
８
１
０
２
４
６
５
６
 

７
６
４
６
１
８
２
２
１
６
 

９
７
２
４
０
２
６
０
６
８
 

８
８
７
４
７
３
５
８
０
０
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

３
９
４
９
６
５
２
０
３
２
 

５
５
５
５
４
３
５
５
５
５
 

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

35.08 

余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

５
６
４
４
３
７
１
９
９
１
 

４
》
０
８
７
２
４
６
１
９
９

０
７
６
５
９
６
９
８
６
０
 

７
４
８
８
１
５
５
８
９
７
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

８
９
７
７
７
７
７
７
７
８
 

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
 

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
 

110.75 107.30 

、
。
４
《
》
◎
（
０
戸
Ｉ
〔
５
『
上
９
】
、
。
４
一

一
氷
安

６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
 

７
 
７
 
１
 

Ｎ
凶
ソ
９
０
▲
内
【
】
可
■
０
▲
『
】

Ｕ
円
Ｉ
［
曰

36.38 115.05 107.49 弁
八
万
八
分
分
分
分
分
会

３
７
４
５
９
９
８
１
 

３
７
１
９
８
９
７
０
 

ｍ
ｌ
Ｕ
▲
月
凹
凸
△
月
■
凸
Ｒ
ｕ

０
０
０
３
９
０
０
９
 

９
８
８
８
８
９
９
３
 

35.34 111.35 107.10 

炉
×
』
〔
】
】
〔
Ｕ『
『
辺

36.42 114.74 107.09 

、
‐
】
【
山
／
】
Ｒ
Ｒ
Ｕ
Ｒ
ｕ

０
４
０
２
４
８
 

’
０
８
６
８
２
３
 

33.56 105.57 106.93 

30.93 97.39 1０７．０２ 

牙
ハ
ガ
ハ
ガ
今

３
２
０
２
 

１
７
０
２
 

８
５
０
６
 

Ⅱ
】
Ｒ
【
ｕ

r1 

L」

34.86 109.79 107.03 

34.44 108.52 107.10 

34.95 110.15 1０７．１２ 

34.67 109.45 107.30 

450.4516余７ 154.5767余
－ 

０ 110.17 34.32 1１１．２４ 

「
免
」
を
対
比
し
て
示
す
と
、
第
７
表
と
な
る
。

こ
の
表
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
「
高
」
「
取
」
「
免
」

と
も
に
、
寛
政
改
革
期
は
享
保
改
革
期
よ
り
も
お
ち
こ
ん

で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
寛
政
改
革
期
に
お
い
て
は
、
享

保
改
革
期
に
お
け
る
ご
と
く
、
年
貢
増
徴
政
策
を
強
行
す

る
だ
け
の
幕
府
の
力
が
な
か
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
幕
府
権
力
の
衰
退
を

も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
番
大
き
い
原
因

は
、
百
姓
一
摸
、
都
市
騒
擾
、
村
方
騒
動
の
激
化
と
続
出

で
あ
る
。

青
木
虹
二
氏
の
労
作
「
百
姓
一
摸
総
合
年
表
」
に
よ

り
、
享
保
元
年
よ
り
慶
応
三
年
ま
で
の
百
姓
一
摸
、
都
市

騒
擾
、
村
方
騒
動
の
件
数
を
示
し
た
の
が
、
第
８
表
で
あ

る
。こ
れ
に
よ
る
と
、
百
姓
一
摸
、
都
市
騒
擾
、
村
方
騒
動

の
合
計
件
数
が
、
三
○
件
以
上
を
越
し
た
の
は
、
吉
宗
政

権
下
に
お
い
て
は
、
享
保
十
七
年
の
三
○
件
の
承
で
あ
る

が
、
定
信
政
権
下
に
お
い
て
は
、
天
明
七
年
の
二
七

件
、
天
明
八
年
の
一
一
一
一
一
件
、
寛
政
元
年
の
三
六
件
、
寛
政

一
一
一
年
の
三
○
件
、
寛
政
五
年
の
一
一
一
○
件
と
な
っ
て
い
て
、

実
に
治
政
下
の
過
半
数
の
年
を
占
め
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
天
明
七
年
の
前
半
は
、
前
年
に
田
沼
政
権
が
崩
壊

し
、
定
信
政
権
も
ま
だ
誕
生
し
て
い
な
い
陣
痛
期
で
あ

り
、
政
権
を
め
ぐ
っ
て
の
暗
闘
が
つ
づ
い
て
い
た
時
期

で
あ
っ
た
た
め
も
あ
る
が
、
こ
の
一
摸
昂
揚
の
時
期
が
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
定
信
政
権
を
誕
生
さ
す
契
機
と
も

な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
定
信
政
権
は
、
こ
の
一

摸
の
現
実
に
対
し
て
、
農
政
の
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
免
の
低
下
も
ま
た
、
止
む
を
え
ざ
る
こ

と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
免
が
い
か
に
低
く

て
も
、
年
貢
上
納
そ
の
も
の
は
、
純
粋
に
無
償
的
な
行

為
で
あ
り
、
か
か
る
点
か
ら
も
、
定
信
の
政
権
が
い
か

に
仁
政
を
ほ
ど
こ
し
た
か
に
見
え
た
と
し
て
も
、
年
貢

を
収
奪
し
て
い
る
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い
の
で
あ

る
。な
お
、
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
、
百
姓
一
摸
、
都
市

騒
擾
、
村
方
騒
動
の
合
計
件
数
が
一
○
○
件
を
越
え
た

の
は
、
天
明
七
年
の
一
一
七
件
、
天
保
四
年
の
一
一
一
一
三

件
、
天
保
七
年
の
一
七
一
件
、
天
保
八
年
の
二
二

件
、
慶
応
二
年
の
一
八
五
件
の
五
ヶ
年
で
あ
る
が
、
実

に
、
定
信
が
そ
の
政
権
の
座
に
つ
い
た
、
天
明
七
年
は

そ
の
最
初
の
年
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第６表－５ 御取箇辻書付（上方・関東）御取箇辻書付（上方・関東）

指数｜取｜指数｜÷率指数｜取年代 年代｜西暦西暦

率取一高 局局 指数

余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

石
沁
兜
開
加
開
而
鉛
、
帥
開

２
１
５
０
３
９
６
７
７
８
 

７
１
４
９
３
４
８
５
７
７
 

万
０
０
０
９
９
爪
８
８
８
８

頚
妬
菊
些
坐
必
坐
仏
坐
坐

余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

石
唾
卿
卿
川
柳
脳
棚
伽
珊
脳

９
１
４
１
２
８
３
２
６
６
 

万
５
６
４
０
５
５
４
６
３
４

５
５
５
５
５
５
４
５
５
５
 

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

万石

442.3274余

441.2452余

433.4570余

435.2548余

433.3634余

432.6489余

432.0482余

433.3886余

422.8923余

422.3068余

石
畭
峨
峨
畭
蹄
畭
畭
畭
畭
雌

０
９
３
２
７
６
２
８
６
８
 

３
８
９
７
０
３
６
３
７
７
 

｜
刀
ａ
Ｌ
Ｌ
３
９
３
９
０
２
Ｌ

４
５
５
５
４
４
４
４
４
３
 

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

３
４
１
２
３
４
５
６
７
８
 

１
１
 

化
政

文
文

８
９
０
１
２
１
２
３
１
２
 

政
１
１
１
和

化
寛

一臣子
文

６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
 

９
 

０
 

７
 

８
 

１
 

１
 

ｎ
ｏ
庁
ｌ
（
己
ｑ
）
、
）
『
上
９
］
の
。
〃
全
一
・

『
上

。
臼

〔
５

（
５
 

１
｛
 

『
よ

110.24 

110.09 

110.18 

110.04 

109.90 

109.45 

109.79 

109.71 

109.77 

109.77 

112.19 

112.40 

111.17 

108.03 

111.74 

112.ユ5

103.89 

112.47 

110.55 

111.32 

９
，
０
９
７
６
２
６
４
３
７
 

５
７
２
３
５
８
１
８
２
４
 

●
●
●
●
●
●
●
，
●
●
●
 

４
４
４
３
４
４
２
４
４
４
 

３
３
３
３
３
３
３
３
３
８
 

１０８．１９ 

１０７．９２ 

１０６．０２ 

106.46 

105.99 

105.82 

105.67 

106.00 

103.81 

103.29 

１０６．７３ 

１０９．３１ 

109.34 

110.62 

107.28 

103.18 

107.６８ 

１００．９９ 

１０２．７４ 

９４．８４ 

３３．５３ 

３４．４３ 

35.05 

35.32 

34.40 

33.14 

34.63 

32.３８ 

３３．８０ 

３１．２１ 

余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

０
０
９
０
４
３
６
８
９
９
 

４
７
７
８
９
７
５
５
６
２
 

７
８
０
０
３
８
５
４
６
９
 

２
３
９
７
５
８
４
７
２
３
 

郷
蝿
蝿
蝿
蝿
卿
畑
盤
蝿
螂

余
余
余
余
余
余
余
余
余
余

５
２
１
９
１
０
９
７
９
３
 

７
０
８
８
３
１
６
７
９
２
 

０
１
８
９
０
９
９
８
７
０
 

９
５
１
１
７
２
０
１
５
１
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

１
２
９
０
２
３
２
０
３
０
 

５
４
３
５
５
５
》
０
５
５
５

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 

９
０
１
２
１
２
３
４
５
６
 

１
１
１
保
天

３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
 

１
１
１
 

６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
 

１
 

８
 

１
 

109.64 

108.94 

109.06 

109.01 

108.97 

109.55 

101.13 

108.53 

108.66 

108.20 

109.32 

102.56 

100.17 

108.09 

109.89 

110.32 

109.46 

108.08 

110.52 

108.02 

ｑ
〉
（
Ｕ
『
上
、
）
▽
０
，
．
ｑ
〉
》
０
庁
Ｉ
、
。

（
己
（
Ｕ
。
□
庁
Ｉ
ｏ
己
９
］
ワ
０
（
ご
》
、
Ｑ
）

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

調
胞
肛
鍋
弘
弘
船
認
巫
羽

422.9389余

(421.8089） 
121.8089余

419.4554余

420.1033余

418.2691余．

420.1301余

420.4038余

420.5910余

420.2806余

420.5570余

６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
 

３
 

８
 

１
 

103.45 

(103.17） 

１０２．５９ 

102.75 

102.30 

１０２．７６ 

102.83 

102.87 

１０２．８０ 

１０２．８６ 

142.8537余

143.4498余

133.9578余

139.9289余

137.8578余

142.9328余

139.6390余

125.8230余

ｴ42.7193余

130.4313余

エ０２．８０

１０３．２３ 

96.40 

100.70 

99.21 

102.86 

100.49 

92.71 

102.71 

９３．８６ 

Ｊ
 

８
１
４
１
６
２
２
２
６
１
 

７
０
９
３
９
０
２
９
９
０
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

３
４
１
３
２
４
３
９
３
１
 

３
⑬
３
３
３
３
３
２
３
３
 

’ １１ 

７
８
９
０
１
２
 

１
１
１
 

６
７
８
９
０
１
 

４
 

８
 

１
 

420.2493余

422.9581余

419.4210余

419.2837余

416.6475余

416.7613余

102.79 

108.45 

102.58 

102.55 

101.91 

101.93 

103.9970余

139.2915余

130.5746余

140.7218余

138.2698余

143.4342余

74.84 

100.24 

93.97 

101.27 

99.51 

103.22 

２４．７５ 

82.93 

81.13 

33.56 

33.19 

34.42 

第７表 享保改革期と寛政改革期の－ケ年平均対比

時期 高 取 免

万石

439,6836 
万石

148,4513 

Ｉ 
享保改革 3,376 

寛政改革 438,2724 143,3526 3,271 
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表８表

亘萎|薑襄|鶏村方
騒動

姓
撲

一
白
一

諦鰯 村方
騒動

師鰯姓
撲

一
白
一 合計年次年次 合計 年次 合計

亘簔|灘|鰯 合計年次 件
６ 

３ 

(28） 

件
１７ 

５ 

(78） 

件
１ 

件
１０ 

２ 

(43） 

件
６
６
０
８
５

『
上

件
０
０
２
７
８
２

１
１
１
１
１
１
 

件
－
６
４
’
１

件
６
２
６
５
４
２

１
２
２
２
２
１
 

件
１
０
７
０
４
０
５
２
１
３
１
４
９
８

２
２
２
３
３
３
３
４
５
４
４
３
３
３
 

件
－
２
ｌ
１
ｌ
ｌ
８
１
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
１

件
２
９
４
４
９
９
７
８
１
３
８
３
３

１
 

１
１
 

１
３
２
１
１
２
 

件
９
９
３
５
５
１
５
３
９
０
３
０
６
８

『
上
『
上
２
９
】
・
】
９
］
イ
上
９
】
９
】
９
】
『
上
２

４
詳
計

醇
不
小

５
６
７
８
９
詳
計

『氷安
不
小

１
２
３
４
５
６
７
８
９
 

化文

件
０
８
０
２
８
６
３
４
８
７
５
７
７
３
７
７
０

２
１
２
２
１
１
２
１
１
１
１
１
１
１
 

１
３
 

件
－
１
１
１

Ｊ
 

件
７
７
８
２
４
７
９
８
７
９
６
９
７
７
２
７
１
７
４
８
９
－
ｍ

１
 

１
 

１
 
く

件
３
０
１
９
４
８
４
６
０
８
９
７
９
６
５
８
６
１
０
９
０

『
よ
『
よ
『
上

『
上

『
上

司
よ

『
人
『
上
１
｛

『
上

１
２
３
４
５
６
７
８
 

保一ご字

(7) 

１
２
３
詳
計

延寛
不
小

１２ 

８ 

１３ 

１ 

(34） 

８
９
６
 

２
３
３
 

６
１
３
 

１
３
２
 

(71)Ｉ（14)'（114） (199） １ 

１ 

１ 

１ 

２ 

３ 

６ 

１ 

１ 

(20） 

１ 

(104） (70） 

１
２
３
４
５
６
７
８
壽
計

明天
不
小

ｑ
〉
（
５
庁
Ｉ
ｎ
Ｕ
〔
５
》
。
、
）

『
よ
『
上
４
《
２
『
上
、
。
５

1３ 

１５ 

１１ 

７ 

１３ 

１５ 

１４ 

１２ 

口
】
〉
、
７
〔
５
『
上
ワ
０
３
１
｛

９
】

》
０

3４ 

３８ 

８５ 

８５ 

３２ 

５７ 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
，
，
⑫
狙
詳
計

調
不
小

８
３
６
８
８
９
７
０
６
０
６
４
６
 

１
２
１
１
２
２
１
２
２
２
１
２
 

４
｛
ｎ
ｏ
５
４
｛
９
６
０
９
］
３
６
０
９
４
－
５
 

１
｛
『
よ

『
上
『
上
『
上
『
上
『
上
『
上

『
よ

４
９
０
４
５
９
６
８
８
３
 

１
 

１
 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

フド詳

小計

９ 

１０ 

， 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

不詳

小計

１
｛
『
上
－
４
｛
４
《
『
上
一
一
０
１
－
－
、
。
『
上

９ 

４ 

(213） 

117 
５ 

(270） 

９ 

(493） 
１９ 

７ 

(233） 

3２ 

１０ 
(10） 

(,三)|(,｡:） 『
上
９
】
の
。
４
一
》
０
ｎ
ｏ
７
（
己
ｑ
〉
（
Ｕ『
上

政文 ４
７
８
４
３
４
２
８
１
６
２
２
 

１
１
 
１
１
２
１
２
１
１
２
１
 

(439） 

２
一
２
３
４
５
１
一
６
２
４
５

1７ 

２０ 

２２ 

２１ 

２７ 

２２ 

２８ 

３０ 

１８ 

１８ 

１８ 

３５ 
、
。
７
０
９
】
〔
５
４
－
『
上
『
よ
（
５
）
０
（
ｏ

ｎ
。
、
。
３
の
。
４
《
》
、
４
－
５
３
３

１
２
３
４
》
０
．
６
７
８
９
０
１
 

政寛 ５
９
？
】
丁
上
Ｔ
（
〔
ろ
ｎ
〉
４
－
０
〉

『
上

『
よ
『
上
『
上

２
『
上
『
上

2１ 

１５ 

１８ 

１３ 

１８ 

１６ 

１２ 

１８ 

１９ 

3６ 

２４ 

３０ 

２６ 

３０ 

２５ 

３２ 

３５ 

２９ 

２７ 

１９ 

２４ 

１５ 

１７ 

２０ 

(378） Ｊ
 

６
２
１
３
８
 

１
 

９
 

く

２
１
１
一
３
一
１
４

８ 

(269） 
(203） 

(150)Ｉ（21） 

元文１

２ 

４
７
６
８
 

１
 

１
１
 

４
２
１
２
 

８ 

１３ 

５ 

８ 

９ 

１ 

(44） 

６
２
２
３
 

２
２
２
２
 

１
２
３
４
５
６
７
８
詳
計

和明
不
小

2６ 

１５ 

１２ 

１８ 

４２ 

３３ 

２６ 

１９ 

１
１
’
２
６
２
３
 

３
０
８
１
３
０
 

１
１
 
１
１
１
 

２
４
｛
４
｛
》
、
、
。
０
戸
１
３

『
上

９
】
ワ
ニ
『
上
『
よ

３
４
５
詳
計

不
小

１１ 

１２ 

不詳

小計

Ｊ
 

４
２
９
０
 

４
５
 

１
 

》
Ｏ
く

１７ 

７ 

８ 

３ 

(145） 

９ 

８ 

２４ 

６ 

(197） 

1７ 

２ 

(112） 

８ 

１ 

(59） 

１１ 

１２ 

不詳

９ 

(285） 
３２ 

９ 

(354） 

(191） (34） (9) 
６ 

６ 

３ 

(80） 

１
２
３
４
５
６
７
８
 

保天

2３ 

２９ 

１９ 

７２ 

３０ 

１２ 

９８ 

５５ 

７
３
 

２
６
３
８
０
２
２
３
 

２
３
８
３
３
３
４
４
 

２
Ｒ
）
。
臼

－
０
へ
０
Ｆ
Ｄ

(18） 

(24） 

(１０） 

(52） 

１
２
３
計

保
、

寛
。

ﾕ0 

】皇
小計 (12） 

１５ 

９ 

(34） 

５ 

(195） 

２ 

(100） 

１
２
３
－
諄

和享
木

》
０
２
９

１
１
 

Ｊ
 

１
２
１
１
５
 
く

1８ 

１５ 

3４ 

２９ 

(15） ３
１
３
１
４
 

２
１
 

３
１
 

133 

１
２
３
４
 

『
氷
安 ８
０
７
１
 

１
１
１
１
 

８
８
６
４
 

１
 

１
一
１
１

９
０
０
６
 

１
１
 

7１ 

４７ 

１７ 

２ 

(52） 

２７ 

３ 

（９３） 

延享

１
２
３
 

６
－
０
０
 

１
１
 

７
５
７
 

３
２
１
 

１
２
２
 

２
４
 

171 

112 (36） 小計
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第９表年貢割付・年貢皆済

亘簔|蕊|露 合計年次
年貢割付 年貢皆済

年号 年代 備考
件
３
７
４
２
１
８

３
２
３
４
３
２
 

件
４
４
９
３
２
６

５
４
４
５
７
４
 

件
８
５
３
１
９

１
『
上
１
１
２

件
３
２
２
１
１
１
 

納銀

〆
0.09865 

0.09865 

0.09865 

0.09865 

0.09865 

0.09827 

0.01308 

0.01308 

0.01308 

0.01308 

0.01808 

0.01308 

0.01308 

0.01308 

0.01308 

0.09827 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

納米

石
255.331 

226.051 

229.922 

253.527 

263.206 

銀

飼
呪
い
調
斑
鍋
期
加
、
坐
銘

納
〆
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

納米

石
217.642 

190.937 

194.118 

213.595 

221.175 

235.366 

235.854 

243.343 

243.343 

243.075 

219.922 

納籾 安政１

２ 

３ 

Ｊ
Ｊ
 

３
３
 

ｎ
ｌ
Ｕ
ｎ
ｈ
Ｕ
【
】
】
ロ
【
Ｕ
【
Ⅱ
】

甜
砠
珊
懇
剛
肘
洲
曰
Ⅱ
Ⅱ
口
且
乃
月
搦
Ｍ
ｈ
ｊ
；
北
く
い
Ｍ
Ｌ
Ｎ
Ｉ
卜
や
１
ｋ
‐
下
．
Ⅲ
，
ｌ
Ｊ
Ｈ
Ｑ
ｐ
Ｎ
Ⅱ
’
小
削
靭
‐
Ⅲ
Ⅷ
．
・
・
ピ
ザ
リ
ペ
ー
Ｈ
Ｈ
－
川
１
‐
Ⅲ
．
Ⅱ
－
Ｌ
‐
‐
』
７
別
間
Ｎ
ｌ
川
利
Ⅱ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
肘
引
Ｍ
Ｉ
２
‐
Ｉ
Ｐ
や
ｕ
則
Ⅲ
刑
Ｊ
ｉ
１
ｌ
ｌ
’
１
‐
ｍ
・
Ｊ
１
１
．
円
付
Ⅱ
Ｎ
Ｊ
Ｎ
刑
Ⅲ
Ｊ
ｇ
Ｊ
－
小
川
馴
閖
瓜
抓
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
田
川
Ⅶ
、
Ｈ
則
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
刑
田
川
ｎ
曲
Ｍ
山
守
伊
仙
山
印
Ｕ
か
則
翻
１
匹
【
⑥
、
印
ｊ
Ｈ
Ⅲ
。
Ⅵ
肢
伽
沖
山
鴎
Ⅲ
財
Ⅲ
叫
例
』
、
仙
恥
机
副
Ⅶ
邸
、
百
吋
■
⑪
卸
、
列
］
、
鼻
加
Ｌ
Ｆ
ｈ
叩
四
Ｗ
加
川
川
蝉
Ⅶ
酬
洞
刎
凹
『
Ｎ
和
門
川
珀
皿
剰
山
輌
加
門
Ⅲ
酌
Ⅲ
州

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１
２
３
４
５
６
７
８
１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｎ
ｕ
ｎ
１
２
３
１
２
３
４
５
 

へ
氷

明
政

和
化

安
天

寛
吉一

文

２
３
４
－
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
《
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
｛
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
｛

７
０
７
０
７
７
７
０
７
６
７
０
戸
！
（
５
〔
５
【
５
（
５
（
Ｕ
〔
己
８
〔
ろ
８
８
９
９
ｑ
）
９
９
９
９
ｑ
〉
ｑ
〉
９
０
（
Ｕ
（
Ｕ
（
Ｕ
、
）

７
０
７
０
７
０
７
０
７
０
ワ
０
７
７
１
ワ
０
７
０
７
０
７
０
ワ
ー
ワ
０
【
１
７
０
７
０
【
Ｉ
７
７
０
斤
Ｉ
７
０
７
０
７
７
０
７
０
７
【
Ｉ
〔
５
〔
５
（
５
〔
Ｕ
（
５

１
１
－
１
１
１
『
よ
１
１
１
１
『
上
１
１
１
１
『
上
１
１
１
１
『
よ
１
１
１
１
『
上
１
１
１
１
『
上
１
１

取
免

取
取

免

槻
〃
〃
〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
観
〃
槻
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

定
定

４
５
６
詳
計

不
小

１４ 

４ 

(104） 

４ 

１ 

(24） 

４ 

(199） 

９ 

(327） 
270.16748 

「１

L」

276.746 

285.309 

285.309 

285.083 

258.586 

277.591 

277.591 

277.591 

269.506 

270;989 

231.318 

256.379 

255.243 

２１９．５２ 

279.034 

２８３．１１ 

２８３．１１ 

２８３．１１ 

２８３．２１ 

２８３．９６ 

２８３．９６ 

２８３．９６ 

283.962 

283.962 

283.962 

283.962 

(43】（３）’（45） (91） 万廷１

Ｕ
【
】
【
ｘ
□

８
８
 

１
２
３
詳
計

久文
不
小

５
０
８
 

５
４
４
 

1５ 

１３ 

１８ 

７
４
｛
３
 

３
３
７
 

３
２
２
 

２ 

(85） 

２ 

０４５） 2.94294 

3.17117 

25.31557 

3.01204 

2.50934 

2.73897 

2.78051 

2.58071 

3.22563 

2.64195 

3.095096 

3.30063 

3.0595 

7.906136 

2.989266 

3.195286 

3.199576 

2.881226 

2.674916 

2.849826 

3.239216 

2.934586 

2.665636 

2.997126 

236.529 

236.529 

(46） (14） Ｕ 

(24） (26） (50） 元治１

231.234 

202.937 

225.492 

224.47 

192.319 

236.382 

249.55 

212.55 

249.7246 

249.9046 

187.986 

250.315 

250.315 

250.317 

250.317 

250.317 

250.317 

205.017 

250.317 

250.818 

250.318 

234.ユ6８

慶応１

２ 

３ 

木詳

小計

９
４
９
 

３
４
３
 

6９ 2２ 

Ｒ
）
》
０
庁
１

，
．
 

日

185 1０６ 

８０ 

７ 

(341） 

３４ 

４ 

(166） (記化:）

｛】

19.-

青木虹二箸ｒ百姓一総合年撲表Ｊによる。

74.-

安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
よ
り
、

文
化
十
一
年
二
八
一
四
）
ま
で

の
、
樫
井
村
の
年
貢
割
付
及
び
年
貢

皆
済
を
示
す
と
、
第
９
表
と
な
る
。

こ
の
表
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
な
ご
と

く
、
定
信
政
権
下
の
年
貢
は
、
検
見

取
と
な
っ
て
い
て
若
干
の
不
同
が
あ

る
。
定
信
が
老
中
を
辞
職
し
た
の

は
、
寛
政
五
年
七
月
一
一
十
三
日
で
あ

る
が
、
そ
の
寛
政
五
年
の
時
点
か
ら

定
免
制
が
実
施
さ
れ
て
、
か
な
り
長

期
に
わ
た
っ
て
、
年
貢
割
付
は
、
ほ

ぼ
一
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
定
免

制
は
、
天
領
全
般
に
渡
る
の
か
、
ど

う
か
は
、
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
「
御
取
箇
辻
書
付
」
に
お

い
て
も
、
寛
政
八
年
よ
り
文
化
二
年

ま
で
の
十
年
間
の
「
取
」
が
、
指
数

二
○
・
一
○
を
示
し
、
幕
府
財
政

ロ
樫
井
村
年
貢283.962 90.6 

1805 283.962 

1806 283.963 

1807 283.963 

1808 283.963 2.829606 32.3 
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Ⅱ 
|肌螂 250.32 

250.32 

250.32 

250.325 

250.325 

250.325 

283.965 

283.965 

283.965 

283.971 

283.971 

283.971 

〃
〃
〃

〃
〃
〃

年
年
年
年
年
年

６
７
８
９
，
，
 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

0.09677 

年号｜年代 1809 

1810 

1811 

1812 

1813 

1814 

本田免率
2.445056 

2.664986 

2.454146 

2.700736 

2.814666 

寛政５年

６年

７年

８年

９年

lo年

１１年

１２年

享和１年

２年

３年

文化１年

２年

３年

４年

５年

６年

７年

８年

９年

１０年

１１年

1793 【］ 4.993 

1794 4.993 

1795 4.993 

1796 4.994 

０
６
 

1797 5．００５ 

(注）年貢免定・年貢皆済目録（関西大学所蔵奥家文書）による。1798 5．００８ 

1799 ４．９６７ 

Ｕ
句
Ｉ
ロ
〕
ｎ
コ
ｎ
Ｕ
丁
上
の
色
○
Ｊ
４
壷
》
０
Ａ
）
ワ
０
。
。
（
ゴ

ー
ワ
ー
庁
Ｉ
ワ
ー
Ｃ
Ｏ
。
。
。
。
。
。
。
。
Ｑ
ｇ
。
。
Ｑ
ｇ
。
。
〔
ろ

1800 4.967 

Ｕ
７
３
 

1801 4.967 

1802 4.967 

1803 4.967 

1804 4.967 

１ 
第10表本田免率1805 4.967 

1806 4.967 

・
０
－
－
１
ｌ
ｌ
１
－
－
ｌ
－
－
ｌ
ｌ
‐
ｌ
‐
－
－
－
－
－
１
‐
１
１
‐
ｌ
‐
１
，
１
‐
１
‐
－
－
－
－
１
「
１
１
‐
１
１
－
－
－
‐
０
１
１
１
‐
ｌ
－
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｉ
‐
１
－
－
１
１
１
‐
１
１
１
１
‐
Ｉ
ｌ
－
Ｉ
Ｉ
ｌ
，
ｌ
ｌ
－
ｌ
Ｉ
－
Ｉ
ｌ
‐
‐
‐
’
・
‐
‐
，
１
１
‐
１
回
‐
．
‐
‐
‐
１
０
‐
・
「
‐
‐
‐
‐
１
１
－
’
’
’
１
‐
，
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
’
‐
ｌ
ｌ
－
ｌ
Ｉ
Ｉ
－
Ｉ

年代｜本田免率年号
1807 4.967 

〔西〕
5.704 

〔東〕
5.704 

5.65 

1808 4.967 ］ 
享保５年

６年

７年

８年

９年

１０年

１１年

12年

１３年

１４年

15年

１６年

１７年

１８年

１９年

２０年

元文１年

２年

３年

４年

５年

寛保１年

２年

３年

1720 

1721 

1722 

1723 

ﾕ724 

1725 

1726 

1727 

1728 

1729 

1730 

１７３１ 

１７３２ 

1733 

1734 

１７３５ 

１７３６ 

１７３７ 

１７３８ 

１７３９ 

１７４０ 

１７４１ 

１７４２ 

１７４３ 

1809 4.967 

1810 4.967 
5．６６ 5．６８ 

1811 4.967 O６４ 

５１６ 

４９６ 

９８７ 

ｎｌｎ 

5．５７ 5．５７ 

4.967 1812 ］ 5.652 

1813 4.967 
ｒｌ 

Ｊ 

5.619 5.619 

1814 4.967 
5．７１ 5.695 

5.799 5.729 (注）年貢免定（関西大学所蔵奥家

文書）による。 6.103 6.121 

6.105 6.032 

6.073 6.058 万一

寛
政
四
年
九
月
付
可
子
年
樫
井
村
諸
納
所
庭

帳
」
（
関
西
大
学
所
蔵
奥
家
文
書
四
四
六
）
に

よ
り
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
、
部
落
の
人
汽
の

地
主
小
作
関
係
を
示
す
と
、
第
、
表
・
第
皿
表

・
第
姐
表
と
な
る
。

の
好
転
に
多
少
の
寄
与
を
果
し
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
定
免
制
は
寛
政
改
革
の

い
わ
ゆ
る
遣
老
た
ち
が
、
老
中
職
を
辞
し
た
定

信
の
意
を
体
し
て
、
実
施
し
た
か
も
知
れ
な
い

と
想
像
さ
れ
も
す
る
。

次
に
、
享
保
五
年
（
一
七
二
○
）
よ
り
、
文

化
十
一
年
ま
で
の
、
樫
井
村
の
本
田
に
対
す
る

免
を
示
す
と
、
第
、
表
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
享
保
改
革
期
の
免
は
、
一
一
一
・
五
四
五
’
六

・
四
三
九
の
間
に
あ
り
、
寛
政
改
革
期
の
免
は
、

一
一
一
・
九
八
七
’
四
・
九
九
三
の
問
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
よ
り
、
樫
井
村
に
お
い
て
も
、
天
領

全
般
の
趨
勢
と
同
じ
く
、
寛
政
改
革
期
の
免

は
、
享
保
改
革
期
の
免
よ
り
も
低
免
で
あ
る
。

6.075 6.059 

８ 6.099 6.065 Ｓ￣ 

6.075 6.094 
」四

、
地
主
小
作
関
係

6.077 
F1 

L｣ 

6．０２ 

6.053 6.033 

6.054 6.035 ｊＵ 

３７ 

)３ 

４９ 

０７ 

6.031 6.058 

6.072 6.041 

6.066 5.903 ＪＵ 

６７ 

６８ 

5.866 5.703 

3.546 8.545 

6.035 6.054 
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第12表地主小作関係Ⅱ 第11表地主小作関係エ

|’ |地主(鮒）地主(部落)｜納高｜小作(部落） 小作(部落）納高

石
0．７５ 

０．１１ 

2.-

1.２１ 

０．５ 

１．６５ 

０．７４３ 

０．７４３ 

１．－ 

０．１２ 

１．３５ 

０．９９ 

１．－ 

０．８ 

０．０２ 

０．５６ 

1.105 

０．２ 

０．０１ 

０．２０１ 

０．５ 

０．５５ 

３．－ 

０．２７６ 

ユ.６

０．５９ 

０．６７ 

１．９ 

０．０２ 

１．６ 

地主(部落）｜納高｜小作（部落） 小作(部落）地主(本村） 納高

石
1.２４ 

１．５ 

０．４ 

１．－ 

１．２８ 

２．４１ 

０．８９５ 

１．６５３ 

０．７１ 

１．６２ 

０．４３ 

1.05 

1.４５ 

０．９３ 

０．８０２ 

１．３８ 

０．０１ 

０．１４ 

２．０８ 

０．４７４ 

０．９９ 

１．５ 

0.6 

1.４５ 

０．５ 

1.-

1.５ 

１．５８ 

１．６５ 

０．５ 

０．３６ 

０．０２ 

０．９ 

０．３ 

８
５
４
 

２
２
 

３
３
８
 

０
４
３
７
８
８
１
１
 

匁
６
石
０
０
０
０
０
０
０

４
 

匁
16.3 

石
0.7 

０．２１３ 

０．０４９ 

０．０６５ 

甚兵街 〔紬〕

済兵衡

平次郎

甚七

〔納〕

〔六日納〕

〔籾〕

〔追斗〕

門
Ｊ
 

鐇
託
葬
麩
葬
鯏
醐
卿
『
読
鯏
蕊
崖
『
》
廓
蒔
醐
酬
鄙
醐
莉
甦
》
醐
郭
亜
郵
》

ソ
兵
次

兵

く

鴫
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

弥次兵衛 四郎右衛門

伊三郎

平右衛門
" 

" 

十右衛Pヨ

新六
〃

大左衛Pヨ
〃

権兵衛
〃

次郎右衛ドヨ

作右衛門

嘉七

六三郎
" 

〃

″ 

" 

助右衛P目
〃

〃

〃

安兵衛

長右衛門
" 

" 

" 

六兵衛

嶋吉助

〃庄三

〃文七

〃久兵衛

〃漬兵衛

〃権兵衛

〃藤七

〃平次郎

〃平八

"平兵衛

〃〃

〃"

'′圧右衛Pヨ

"" 

〃藤八

〃安兵衛・六兵衛

〃平八

〃権兵衛

〃藤八

〃平二郎

〃又七

〃平二郎

〃喜兵衛

〃甚七

〃伊八

〃権七

〃藤八

〃庄右衛門

〃吉助

〃庄三

〃甚七

〃伊八

〃喜兵衛

〃弥次兵衛

定七

彦次郎

中左衛門

平次郎

源兵衛

〃

" 

" 

" 

〃

〃

〃

〃

〃

" 

〃

" 

〃

善右衛P目

市郎右衛門

伊兵衡

平吉
" 

" 

〃

〃

長兵衛

忠兵衛

理兵衛

惣左衛門
″ 

〃

四郎右衛Pヨ
″ 

〔納〕

〔納〕

〔六日納〕

〔籾〕

〔追斗〕

計

７
 

２
 
０
’
蛆
ね
開

Ｏ
 

Ｌ
匁
聖
石
１
８
，
０

２
 

０
０
０
 

藤八 〔納〕

平次郎

〔六日納〕

〔籾〕

〔追斗〕

ママ

２．９ 

匁
66.4 

石
１．８６ 

１．８５６ 

０．１９９ 

０．２６６ 

計

八郎兵衛 〔納〕

藤八

〔六日納〕

〔籾〕

〔追斗〕

計 1．５１ 一
》
羅
麗
／

〔籾追斗り共一式納〕

〔〃〕

〔〃〕

〔〃〕

〔〃〕

〔〃〕

0.ユ4

0.16 

0.117 

0.033 

0.14 

0.372 

計

７
 

開
基
弱

１
 
８
 

》
０

１
 
７
０
２
５
０
０
 

４
匁
４
石
０
０
０
０
０

１
 〔紬〕

〔納〕

左右衛門

〔六日納〕

〔籾〕

〔追斗〕

平兵衛

匁
167.4 

石
１１．５０５ 

合計銀

〃米 ／ 石

(内小作4.5）
計’0.925 石

60.072 計

(注）１．寛政四年九月付「子年樫井村諸納所庭帳」による。
２．〔〕は、地主納を示す。 (注）寛政四年九月付「子年樫井村諸納所庭帳」による。
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第
ｕ
表
は
、
本
村
の
地
主
一
一
十
八
名
と
、
部
落
の
小
作
二
十
六
名

と
の
年
貢
納
高
を
通
じ
て
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
納
高

は
、
領
主
（
徳
川
十
一
代
将
軍
家
斉
）
へ
の
年
貢
米
の
承
で
Ｐ
地
主

へ
の
小
作
米
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
小
作
の
人
女
は
、
領

主
よ
り
の
収
奪
の
承
な
ら
ず
、
こ
れ
以
外
に
地
主
よ
り
の
収
奪
を
も

う
け
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
二
重
の
収
奪
の
結
果
、
作
徳
米
と
し
て

手
も
と
に
の
こ
る
の
は
、
極
め
て
僅
小
と
な
る
。
こ
の
寛
政
四
年
は

検
見
取
で
あ
る
が
、
そ
の
収
奪
率
は
、
高
免
で
四
・
八
七
三
、
毛
付

免
で
四
・
九
一
九
で
あ
る
が
、
小
作
米
の
収
奪
率
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
表
で
明
ら
か
な
ご
と
く
、
部
落
の
人
女
と
、
地
主
小
作
関
係
を

最
も
多
く
結
ん
で
い
る
の
は
、
庄
屋
奥
源
兵
衛
で
あ
り
、
小
作
人
は

十
名
、
そ
の
納
高
は
、
十
四
石
七
斗
六
升
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
然
、

小
作
高
に
応
じ
て
、
奥
源
兵
衛
が
入
手
す
る
小
作
米
も
多
い
と
い
う

第13表小作〔部落〕て
い
る
。
こ
の
部
落
の
地
主
中
に
は
、
本
村
地
主
と
小
作
関
係
を
結

ん
で
い
る
も
の
が
、
六
名
、
す
な
わ
ち
、
平
兵
衛
（
五
石
四
斗
四
升

一
一
一
合
納
）
・
藤
八
（
四
石
九
斗
四
升
二
合
納
）
・
庄
一
一
一
（
一
一
一
石
納
）

・
吉
兵
衛
（
一
石
六
斗
納
）
・
六
兵
衛
（
一
石
一
一
一
斗
八
升
納
、
た
だ

し
安
兵
衝
と
共
作
）
・
弥
兵
衛
（
三
斗
納
）
が
お
り
、
ま
た
、
部
落

地
主
と
小
作
関
係
を
結
ん
で
い
る
も
の
は
、
一
名
、
藤
八
二
石
八

斗
六
升
納
）
が
い
る
。

第
Ⅲ
表
は
、
部
落
の
小
作
人
の
名
と
納
高
を
示
す
。
こ
の
小
作
人

の
数
は
、
一
一
十
六
名
（
「
名
な
し
」
も
含
む
）
で
あ
る
が
、
そ
の
一

名
（
一
軒
）
当
り
の
納
高
は
、
二
石
四
斗
八
升
四
合
弱
と
な
る
。
た

だ
し
、
こ
の
な
か
に
は
、
地
主
を
兼
ね
る
も
の
、
六
名
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
、
純
然
た
る
小
作
は
、
二
十
名
と
な
る
。

従
っ
て
、
こ
の
時
点
で
の
、
部
落
の
人
汽
の
農
民
と
し
て
の
内
訳

は
、
地
主
五
名
・
地
主
兼
小
作
六
名
・
小
作
一
一
十
名
、
合
計
三
十
一

名
と
な
る
。
こ
れ
は
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
五
月
の
時
点
で
、

部
落
の
家
数
が
三
十
軒
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
か
ら
十
四
年

以
後
の
寛
政
四
年
に
は
、
若
干
の
増
加
が
あ
る
も
の
と
想
定
し
て

も
、
恐
ら
く
、
部
落
の
人
女
の
主
た
る
職
業
形
態
は
、
農
民
で
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
部
落
の
人
々
の
主
た
る
収
入
は
、
小
作

に
よ
る
作
徳
米
そ
の
他
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
年
の
領
主
へ
の
納
米
は
、
二
一
一
一
六
石
一
一
一
斗
八
升
一
一
合
・
納
籾

は
一
九
石
。
納
銀
は
一
一
一
貫
一
一
一
一
五
匁
六
分
一
一
一
厘
で
あ
り
、
こ
の
な
か

納高名

石
一
７
 ●
 平二郎

藤八

平兵衛

6.802 

5.443 

衛
七
七
門
七
三
助

衛
兵

右

喜
甚
又
圧
平
庄
吉

４．５ 

4．４７ 

3．９９ 

3．９６ 

3.276 

３ 

2．８９ 

平八

権兵衛

2．７６ 

2．５５ 

五兵衛

藤七

済兵衛

｝
、
｜
（
’
（
Ｏ

●
●
□
●
 

２
９
】
『
上
１
《

こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
奥
家
の
持
高
は
、
現
存
す
る
史
料
に
よ
る
と
、
宝
永
六
年

（
一
七
○
九
）
の
名
寄
帳
に
は
、
十
二
石
五
斗
七
升
四
合
と
あ
り
、

村
内
第
一
一
位
の
持
高
で
あ
る
。
ま
た
、
享
保
五
年
（
一
七
二
○
）
の

村
鑑
に
は
、
十
八
石
六
斗
二
合
と
あ
る
が
、
村
内
に
お
け
る
順
位
は

不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
夘
三
月
改
「
田

畑
宛
米
帳
」
で
は
、
四
十
八
石
五
斗
七
合
一
夕
と
な
っ
て
お
り
、
お

そ
ら
く
、
村
内
第
一
の
高
持
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

文
化
九
年
（
一
八
一
一
一
）
牢
三
月
付
「
一
向
宗
切
支
丹
宗
門
御
制
禁

寺
請
帳
」
で
は
、
七
十
八
石
九
斗
四
升
九
合
四
夕
と
な
り
、
明
白
に

群
を
抜
い
て
、
村
内
第
一
の
地
主
と
な
っ
て
い
る
。

第
、
表
は
、
部
落
の
地
主
十
一
名
の
納
高
及
び
部
落
の
地
主
四
名

と
、
部
落
の
小
作
五
名
と
の
年
貢
納
高
を
通
じ
て
の
関
係
が
示
さ
れ

儒
教
的
人
格
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
松
平
定
信
は
と
り
も
な
お
さ

ず
差
別
的
体
質
の
持
主
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
定
信
の
書
き
残

し
た
著
書
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
に
よ
り
も

身
分
差
別
政
策
そ
の
も
の
が
端
的
に
証
明
し
て
い
る
。

「
日
本
財
政
経
済
史
料
巻
九
」
６

｜
、
欠
落
も
の
帳
外
可
申
付
心
得
之
事

寛
政
四
子
年
二
月
被
仰
渡
書
之
内
、
貧
窮
に
迫
欠
落
致
候
も
の
尋

申
付
、
六
ヶ
月
相
立
不
尋
出
侯
得
ば
、
御
客
之
儀
丼
欠
落
も
の
行

衛
永
尋
可
申
付
旨
不
知
致
来
候
処
、
帳
外
に
成
侯
而
も
永
尋
之
儀

残
り
有
之
、
他
領
に
而
悪
事
致
召
捕
、
先
方
よ
り
掛
合
有
之
時
無

構
と
は
難
申
、
御
代
官
へ
引
請
侯
様
相
成
侯
間
、
以
来
永
尋
之
不

及
沙
汰
、
跡
取
計
方
之
儀
可
相
伺
、
左
候
は
及
其
節
令
下
知
候

問
、
右
之
分
他
領
に
而
悪
事
致
捕
侯
由
に
而
、
先
方
よ
り
掛
合
有

之
候
は
箕
、
帳
外
之
屯
の
に
付
無
構
之
段
可
被
及
挨
拶
、
且
是
迄

永
尋
被
申
付
侯
方
も
、
他
領
に
而
悪
事
致
補
侯
由
に
而
、
先
方
よ

り
掛
合
有
之
節
、
兼
而
久
離
帳
外
之
承
届
置
、
御
料
所
に
而
之
悪

事
無
之
も
の
は
、
帳
外
ら
の
に
付
無
差
構
段
可
被
及
挨
拶
旨
被
仰

に
は
、
部
落
の
人
女
の
納
米
（
籾
も
含
む
）
七
一
石
五
斗
七
升
七
合

・
納
銀
一
六
七
匁
四
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。

吉兵衛五
、
身
分
差
別
政
策

安兵衛・六兵衛 1．３８ 

久兵衛

権七

伝兵衛

伊八

文七

１
１
１
 

0.721 

0.4 

左右街門

弥次兵衛

嶋(名なし）

0．３２ 

0.3 

0．０１ 

計 64.572 

(注）寛政四年九月付「子年樫井

村諸納所庭帳Ｊによる。



ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅷ
１
１
１
 

１
１
 

122 123寛政改革の 考察
渡
右
之
候

但
、
穣
多
非
人
困
窮
に
而
欠
落
侯
分
者
諺
永
尋
申
付
侯
定
例
に
可

有
之
事

「
徳
川
時
代
警
察
沿
革
誌
上
巻
」
左

非
人
困
窮
に
迫
り
欠
落
い
た
し
候
類
は
六
切
尋
侯
に
不
及
非
人
頭

に
て
取
計
悪
事
等
有
之
欠
落
い
た
し
候
は
坐
六
切
尋
申
付
不
尋
出
上

は
左
の
通

書
面
誰
儀
今
以
行
衛
不
相
知
上
者
尋
申
付
被
置
侯
も
の
共
度
女
日

延
の
上
下
尋
出
段
不
埒
に
付
一
同
急
度
叱
り
置
永
尋
申
付
證
文
取

之
可
被
差
出
侯
以
上

右
之
通
寛
政
五
丑
年
四
月
六
日
越
前
守
殿
御
宅
御
内
寄
合
に
て
評
議

相
極
侯

但
同
年
三
月
の
御
代
官
伺
に
留
有
之
事

こ
の
「
穣
多
非
人
欠
落
」
及
び
「
非
人
欠
落
」
に
対
す
る
「
永
尋
」

の
指
令
は
、
「
穣
多
」
及
び
「
非
人
」
（
た
だ
し
非
人
素
生
の
も

の
）
の
身
分
を
強
固
に
固
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
穣
多
」
及
び
「
非

人
」
は
末
来
永
劫
死
に
至
る
ま
で
「
稔
多
」
は
「
議
多
」
、
「
非
人
」

は
「
非
人
」
と
の
強
烈
な
る
差
別
思
想
を
貫
徹
し
た
も
の
で
あ
る
。

寛
政
四
年
二
月
の
「
欠
落
も
の
帳
外
可
申
付
心
得
之
事
」
の
但
し

書
に
は
「
議
多
非
人
固
窮
に
而
欠
落
侯
分
者
、
永
尋
申
付
侯
定
例
に

可
有
之
事
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
田
沼
政
権
時
代
の
安

永
十
年
二
月
の
次
の
指
令
を
「
定
例
」
と
し
て
踏
襲
し
て
い
る
の
で

川
時
代
警
察
沿
革
誌
上
巻
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
》
こ
の
書
付
の

主
旨
は
、
そ
の
後
も
踏
襲
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

安
永
六
年
五
月
八
日
（
後
柵
鯛
脈
鷆
家
治
）

穣
多
非
人
の
類
素
人
へ
引
上
の
事

先
年
武
州
榛
澤
郡
新
戒
村
稔
多
警
道
功
者
に
て
村
方
調
法
に
相
成
候

間
平
人
に
引
上
警
師
に
い
た
し
度
旨
申
之
向
寄
の
非
人
頭
差
障
候
に

付
其
節
の
支
配
御
代
官
よ
り
奉
行
所
へ
内
伺
い
た
し
候
虚
左
の
通

弾
左
衛
門
よ
り
差
出
侯
書
付
御
渡
有
之
候
事

（
素
力
）

全
篭
非
人
素
生
の
も
の
老
素
人
に
は
不
仕
侯
往
古
よ
り
作
法
に
て
御

座
侯
尤
素
人
一
旦
非
人
に
相
成
候
も
の
屯
拾
ヶ
年
相
立
不
申
内
者
其

非
人
の
縁
者
よ
り
引
上
申
度
段
非
人
小
屋
え
申
來
候
節
其
趣
非
人
頭

共
よ
り
私
方
え
申
出
候
間
證
文
を
取
素
人
に
い
た
し
候
様
申
付
侯
尤

拾
ヶ
年
相
立
侯
て
は
素
人
に
不
仕
候
作
法
に
御
座
候
然
共
非
人
よ
り

素
人
に
相
成
候
儀
出
世
に
御
座
侯
間
近
來
年
永
久
敦
非
人
に
て
も
其

非
人
の
縁
者
よ
り
引
上
申
度
段
非
人
頭
共
方
え
相
願
候
得
者
一
應
右

作
法
之
趣
申
聞
頻
に
引
上
申
度
段
申
之
候
も
の
者
證
文
を
取
為
引
上

侯
得
共
前
書
に
申
上
侯
非
人
素
生
の
も
の
素
人
に
は
不
仕
侯
作
法
に

御
座
侯

右
の
趣
御
尋
に
付
乍
恐
以
書
付
奉
申
上
侯
以
上

浅
草弾
左
衛
門

▼
‐
．
Ｐ
げ
い

あ
り
諺
こ
の
点
籍
田
沼
政
権
を
否
定
し
て
成
立
し
た
か
に
見
え
る
定

信
政
権
も
、
幕
藩
体
制
の
本
質
で
あ
る
身
分
差
別
体
制
を
も
否
定
す

る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
徳
川
時
代
警
察
沿
革
誌
上
巻
」
左

稔
多
非
人
欠
落
取
計
方

一
、
穣
多
非
人
の
欠
落
永
尋
、
同
旧
離
帳
外
願
出
候
共
、
不
承
届
積

一
、
穣
多
旧
離
・
勘
当
願
出
侯
は
亘
、
外
村
議
多
非
人
ど
も
へ
引

渡
、
親
類
義
絶
為
致
候
積
、
村
役
人
よ
り
為
申
渡
候
積

一
、
非
人
は
旧
離
・
勘
当
と
申
者
無
之
事

一
、
無
高
の
稜
多
数
欠
落
侯
は
宜
、
無
日
限
尋
申
付
、
奉
行
所
に
届

に
不
及

一
、
高
持
の
穣
多
は
六
切
相
立
不
尋
出
侯
は
及
、
跡
株
は
御
勘
定
所

え
可
被
同
旨
、
御
下
知
有
之

一
、
非
人
及
困
窮
欠
落
い
た
し
侯
類
は
、
日
限
尋
不
及
、
非
人
頭
に

は
取
計
、
悪
事
有
之
欠
落
い
た
し
出
切
尋
申
付
、
不
尋
出
上
は
、

書
面
誰
儀
、
今
以
、
行
衛
不
相
知
上
は
、
尋
申
付
被
置
候
者
、
度

汽
日
延
の
上
、
不
尋
出
段
不
埒
に
付
、
一
同
急
度
叱
り
置
、
永
尋

申
付
、
証
文
取
之
可
被
差
出
侯
、
以
上

但
、
非
人
善
七
手
下
は
御
府
内
に
限
り
、
在
方
は
弾
左
衛
門
手

下
の
由

ま
た
、
田
沼
政
権
時
代
に
「
穣
多
非
人
の
類
素
人
へ
引
上
の
事
」

に
つ
い
て
、
弾
左
衛
門
よ
り
差
出
し
た
書
付
が
、
次
の
這
り
、
「
徳

こ
こ
に
建
議
多
身
分
の
医
者
功
者
の
人
に
対
し
て
》
そ
の
村
方

よ
り
平
人
身
分
に
引
上
げ
て
医
師
に
し
た
い
旨
申
出
た
こ
と
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
議
多
身
分
の
人
の
処
置
に
つ
い
て
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
稜
多
身
分
の
足
抜
き
の
で
き
な
い
こ
と

は
、
す
で
に
定
例
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
非
人
に

つ
い
て
の
取
扱
い
が
示
さ
れ
て
い
る
。

素
人
よ
り
非
人
身
分
と
な
っ
た
も
の
は
、
十
年
以
内
な
ら
ば
、
縁

者
よ
り
引
上
げ
た
い
旨
、
非
人
小
屋
へ
申
し
出
た
時
は
、
非
人
頭
よ

り
稔
多
頭
（
弾
左
衛
門
）
へ
申
し
出
て
、
証
文
を
と
っ
て
、
非
人
身

分
よ
り
素
人
へ
引
上
げ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
足
洗
い
で
あ
る
。
身
分

的
に
は
、
司
穣
多
」
よ
り
下
の
可
非
人
」
が
、
足
洗
い
し
て
、
「
素

人
」
と
な
る
と
い
う
、
こ
の
か
ら
く
り
。
「
穣
多
」
身
分
は
、
足
抜

き
で
き
ず
、
そ
の
下
の
身
分
で
あ
る
「
非
人
」
は
、
足
抜
き
で
き
る

と
い
う
巧
妙
な
か
ら
く
り
。
ま
さ
に
、
賎
民
支
配
統
制
の
み
な
ら

ず
、
民
衆
全
般
に
対
し
て
も
巧
妙
な
か
ら
く
り
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
、
十
年
以
上
経
過
し
て
も
、
原
則
と
し
て
非
人
よ
り
素

人
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
縁
者
よ
り
引
上
げ
し
た
い
旨
、
非

人
頭
へ
願
出
た
な
ら
ば
、
引
上
げ
な
い
旨
の
原
則
を
申
し
聞
か
せ
、

そ
れ
で
も
、
し
き
り
に
引
き
上
げ
た
い
旨
申
し
出
た
時
は
、
こ
れ
も

証
文
を
と
っ
て
素
人
に
引
き
上
げ
て
い
る
。
従
っ
て
、
十
年
と
い
う

く
ぎ
り
の
年
限
は
、
お
い
て
は
い
る
が
、
と
も
に
縁
者
よ
り
の
申
出

で
、
非
人
よ
り
素
人
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。






